
「自治基本条例」策定までの経緯   

                        

 

                        

自治基本条例を考える会

（旧丸亀市） 

↓ 

策定方針の決定 

↓ 

まちづくり懇談会 

ワークショップ 

↓       

条例（原案） 

↓ 

策定委員会 

 条例（素案）  

 ↓ 

パブリックコメント 

 ↓ 

 条例（案）答申  

 

                ↓ 

条例（議案）決定 

議会へ上程 

          ↓ 

可決・公布・施行 

     ↓ 

自治推進委員会 

 

検討（立案） 

段階への参画 

【公募ﾒﾝﾊﾞｰと

して参加】 

決定前の参画 

【意見提出】 

実施後（評価）

への参画 

【公募委員と

して参加】 

決定過程への

参画 

【公募委員と

して参加】  

 

参画の形態 経   緯          概    要 

検討（立案） 

段階への参画 

【懇談会等へ

の参加】 

■自治基本条例を考える会（旧丸亀市） 

自治基本条例について研究し、その成果を市長に報

告することを目的につくられた会。自治基本条例制定

に向けての提言（報告書）を行う。 

・開催日：H14.10.31～H16.3.15（33回）  

・委員：１７名 

 

■まちづくり懇談会 

住民自治に関する意見等を条例（原案）に反映させ

る。 

・開催日：H17.8.7～H17.8.21（17箇所）  

・参加者（延）：937名 

 

■ワークショップ 

市民の皆さんと市職員によるワークショップを開催

し、住民自治についての意見などを条例（原案）に反映

させる。 

・メンバー：28人 

       （公募市民22人、市職員6人） 

・開催日：①H17.9.9 ②H17.9.29 ③H17.10.6 

④H17.10.20  ③H17.10.31 ⑥H17.11.10  

⑦H17.11.17 

 

■策定委員会 

まちづくり懇談会やワークショップでの意見などを反

映させた条例（原案）に基づき、条例（素案）を作成。 

パブリックコメントの実施後、パブリックコメントでの

意見等も考慮して条例（案）として答申 

・委員：10名（内 公募委員２人） 

・開催日：①H17.12.15【諮問】 ②H17.12.21． 

      ③H18.1,6  ④H18.2,3【答申】 

 

■パブリックコメント 

丸亀市自治基本条例（素案）について意見を募集 

・意見募集期間：H18.1.11～H18.1.31 

・提出者数：８人 

・件数：45件 

 

■条例 

  ・可決 H18.3.24 

  ・公布 H18.3.27 

  ・施行 H18.10.1 

 

自治基本

条例を考

え る 会

（旧丸亀

市）の代

表者より

「提言」

について

説明 


